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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１９５ 令和２年度における特定調達契約に係る一 管財課

般競争入札又は指名競争入札に参加する者

に必要な資格，資格審査の申請の時期及び

方法等を定めた件

１９６ 漁船損害等補償法の規定による同意があっ 漁業調整課

たと認めた件

１９７ 漁船損害等補償法の規定による付保義務が 同

消滅した件

【病院局管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１１※ 徳島県病院事業管理規程の一部を改正する

規程

【病院局告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 指定代理納付者を指定した件

【海区漁業調整委員会指示】

番 号 表 題 担当課名

２ 徳島海区のうち南部海域における宝石さん

ごの採捕について指示する件



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
徳
島
県
の
締
結
す
る
契
約
の
う
ち
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二

号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
（
県
有
庁
舎
等
の
維
持
管
理
業
務
、
建
設
工
事
及
び
建
設
工
事
に
係
る

測
量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
に

係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

資
格

特
定
調
達
契
約
に
係
る
入
札
に
参
加
す
る
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
は
、
物

品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和
五
十
六

年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
。
以
下
「
審
査
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

に
よ
り
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
随
時
と
し
、
資
格
審
査
の
申
請
の
方
法
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

審
査
要
綱
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
号
の
経

歴
書
の
作
成
に
用
い
る
言
語
は
、
日
本
語
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
で

外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

２

申
請
書
及
び
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
金
額
欄
に
つ
い
て

は
、
外
国
の
通
貨
単
位
に
よ
ら
ず
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号

）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

外
国
人
又
は
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

４

申
請
書
等
の
提
出
は
、
記
載
内
容
を
説
明
で
き
る
者
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

申
請
書
等
の
提
出
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
○
八
八
―
六
二
一
―
二
○
六
三
）

三

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
は
、
１
の
場
所
に
お
い
て
配
付
さ
れ
る
も
の
又
は
２

の
場
所
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
と
す
る
。

１

徳
島
県
の
庁
舎
に
お
け
る
配
付
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課
調
度
担
当
（
電
話
○
八
八
―
六
二
一
―
二
○
六
三
）

２

徳
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
掲
載
場
所

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
t
o
k
u
s
h
i
m
a
.
l
g
.
j
p
/
k
e
n
s
e
i
j
o
h
o
/
s
o
s
h
i
k
i
/
k
e
i
e
i
s
e
n
r
y
a
k
u
b
u
/
k
a
n
z
a
i

k
a
/

四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知



資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
は
、
審
査
要
綱
第
五
条
及
び
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手

続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
三
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
行
う
。

五

資
格
の
有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
こ
の
告
示
の
際
現
に
資
格
を
有
す
る
者
及
び
申
請
書
を
提
出
し
審
査
を
受
け

て
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
つ
い
て

は
、
同
日
ま
で
と
し
、
同
年
十
月
一
日
以
降
に
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
資

格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
二
の
１
か
ら
５
ま

で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

七

そ
の
他

資
格
審
査
の
申
請
に
係
る
変
更
届
等
に
つ
い
て
は
、
審
査
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

加
入
区
名

北
泊
加
入
区



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
発
生
し
た
次
の
加
入
区
の
付
保
義
務
は
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

加
入
区
名

北
泊
加
入
区



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
住
所
」
の
下
に
「
、
勤
務
先
名
、
勤
務
先
住
所
」
を
、
「
電
話
番
号
」
の
下
に
「

（
自
宅
、
携
帯
又
は
勤
務
先
）
」
を
加
え
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第２条関係）

入 院 申 込 書

年 月 日

徳島県立 病院長 殿

氏 名 ○印

保護者（親権者又は後見人）が署名する場合にあっては

患者との続柄( )

私(下記の者)は，貴院に入院したいので，許可くださるよう徳島県病院事業管理規程

第２条第１項の規定により申し込みます。

なお，入院の上は，貴院の諸規定及び指示事項を遵守することを誓約します。

入院者

ふりがな

氏名 ○印

生年月日 年 月 日

現住所

電話番号 電話番号

(自宅) (携帯)

電話番号
勤務先名

(勤務先)

勤務先住所



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第２号（第２条関係）

身 元 引 受 兼 債 務 保 証 書

年 月 日

徳島県立 病院長 殿

徳島県病院事業管理規程第２条第１項の規定に基づき，提出します。
次の者が貴院での入院治療を受けるに際して，下記の内容を遵守することを誓約しま

す。

記
１．身元引受人は，身元に関する一切の事項を引き受けます。
２．連帯保証人は，入院に係る一切の債務を下記の極度額の範囲内で連帯して保証し
ます。

以上

入院者の氏名 入院日 年 月 日

身元引受人 ※身元引受人と連帯保証人は，同一人でも構いません。

ふりがな

氏名 ○印

患者との
生年月日 年 月 日 続 柄

現住所

電話番号 電話番号
(自宅) (携帯)

電話番号
勤務先名

(勤務先)

勤務先住所

連帯保証人

ふりがな

氏名 ○印

患者との
生年月日 年 月 日

続 柄

現住所

電話番号 電話番号
(自宅) (携帯)

電話番号
勤務先名

(勤務先)

勤務先住所

極度額 円



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第３号（第２条関係）

身元引受人

氏名等変更届

連帯保証人

年 月 日

徳島県立 病院長 殿

入院患者氏名 ○印

身元引受人氏名 ○印

連帯保証人氏名 ○印

次のとおり変更したので，徳島県病院事業管理規程第２条第２項の規定により届け出

ます。

変 更 前
氏 名

変 更 後

変 更 前
現 住 所

変 更 後

電話番号
変 更 前

(自宅)
変 更 後

電話番号
変 更 前

(携帯)
変 更 後

変 更 前
勤務先名

変 更 後

変 更 前
勤務先住所

変 更 後

電話番号
変 更 前

(勤務先)
変 更 後

(記入要領)

身元引受人及び連帯保証人のうち，氏名等を変更しようとする方を○で囲んでくださ

い。



附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
に
相
当
す
る
改
正
前
の
様
式
第
一
号
、
様

式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

一

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
受
け
た
者

阿
波
銀
カ
ー
ド
株
式
会
社

徳
島
市
西
船
場
町
二
丁
目
十
二
番
地

ト
モ
ニ
カ
ー
ド
株
式
会
社

徳
島
市
昭
和
町
一
丁
目
三
十
七
番
地

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
十
五
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
よ
る
代
理
納
付
を
認
め
た
収
入

徳
島
県
立
中
央
病
院
、
徳
島
県
立
三
好
病
院
及
び
徳
島
県
立
海
部
病
院
に
お
け
る
徳
島
県
病
院
事
業

の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料

等
三

指
定
代
理
納
付
者
に
よ
る
代
理
納
付
が
行
え
る
期
間

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
徳
島
海
区
の
う

ち
南
部
海
域
に
お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
（
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の
生
体
及
び

死
骸
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

岡

本

彰

一

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
」
と
は
、
和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら

徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
諭
鶴
羽
山
山
頂

と
同
市
沼
島
東
端
と
の
見
通
し
線
以
南
の
水
域
の
う
ち
徳
島
県
海
域
を
い
う
。

二

採
捕
の
制
限

徳
島
海
区
の
う
ち
南
部
海
域
に
お
い
て
、
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
三

に
掲
げ
る
者
が
採
捕
す
る
場
合
で
あ
っ
て
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。

）
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

四

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

承
認
証
の
携
帯

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

六

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

七

譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
を
譲
渡
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

八

採
捕
報
告
書
の
提
出

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
採
捕
期
間
終
了
後
一
月

以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

十

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。


